
（平成２３年７月６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2439      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年 11 月から８年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 11月から８年３月まで 

 20 歳の誕生日前後に国民年金への加入のお知らせ、又は国民年金保険料

の納付書が送られてきた。当時、短期大学に通っており学生だったため、

両親に相談したところ、保険料の免除申請をすれば、保険料が免除される

ので手続をしてくるように言われたので、Ａ市役所へ行き、国民年金の加

入手続を行った。その際に、窓口で対応した職員に保険料を払えないと相

談したところ、保険料免除制度の説明を受け、説明を聞きながら、免除申

請書を作成して提出した。加入手続当時に年金手帳を受け取ったかどうか

は憶
おぼ

えていない。その後、自宅に国民年金保険料免除申請承認通知書が郵

送されてきたので、申立期間は保険料免除期間になっているはずである。 

申立期間を国民年金保険料の免除期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該手帳記号番号の前後の被保険者の加

入記録から、平成７年 11月から 12月頃にＡ市役所において払い出されたもの

と推認され、申立人は、20 歳到達直後に国民年金の加入手続を行ったものと

考えられる。 

また、申立期間当時、申立人を含む世帯員全員の所得額は、申立人の両親の

厚生年金保険の標準報酬月額から、学生たる被保険者に係る国民年金保険料の

免除基準内であったものと推認できる。 

さらに、申立人の前後に国民年金手帳記号番号を払い出された国民年金被保

険者 60人のうち、当該年度に 20歳に到達した申立人を含む国民年金被保険者



  

32 人の国民年金保険料の納付状況は、申立人及び保険料を納付している 15 人

を除く全ての被保険者について、保険料が免除されていることが確認できると

ころ、Ａ市は、「申立期間当時、全員か、相談を受けた人のみに対してかは不

明だが、保険料免除についての説明を行っていたようだ。」と回答している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を免除されていたものと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3694       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成７年

12 月９日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 24 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年３月 31日から同年 12月９日まで 

申立期間当時、Ａ社に勤務し、少なくとも平成７年９月いっぱいまでＢ

社の業務を担当していた。 

しかしながら、年金事務所の記録では、厚生年金保険被保険者資格の喪

失日が平成７年３月 31日となっている。 

申立期間も給与から厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の被保険者記録により、申立人が平成７年 12 月８日

までＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録により、Ａ社に係る申立人及び同僚８人に係る厚生

年金保険の被保険者記録において、平成７年 12 月 12 日付けで、同年 10 月１

日の標準報酬月額の定時決定が取り消され、同年３月 31 日に遡って被保険者

資格を喪失した旨の処理がなされている上、そのうち６人については、９年５

月２日付けで、７年 10 月１日に被保険者資格を喪失したものと処理されてい

ることが確認できる。 

また、前述の同僚のうち、一人については、年金事務所において平成 23 年

４月 12 日付けで当該事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日の記

録が、雇用保険の被保険者記録等を理由として、７年 12 月９日に再度訂正さ

れ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日についても、同年

10月１日から同年 12月９日に訂正されていることが確認できる。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

社会保険事務所（当時）において、申立人について、遡って厚生年金保険の被

保険者資格を喪失する処理を行う合理的な理由は無く、申立人のＡ社における

厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった日である平成７年 12月９日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る社会保険事務所

の平成７年２月の標準報酬月額の記録、同年 10 月１日の取消し前の定時決定

時の標準報酬月額の記録から 24万円とすることが妥当である。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3695       

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①から⑦までの期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額

に係る記録を平成 17 年 12 月 30 日は 19 万 5,000 円、18 年７月 25 日は 23 万

円、同年 12 月 23 日は 19 万 9,000 円、19 年７月 31 日は 24 万円、同年 12 月

31 日は 26 万 4,000 円、20 年８月 31 日は 22 万円及び同年 12 月 31 日は 32 万

2,000円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 また、申立人は申立期間⑧に係る標準賞与額 20 万円に相当する賞与及び申

立期間⑨に係る標準賞与額 22 万 5,000 円に相当する賞与が事業主により支払

われていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を平成

21 年８月 31 日は 20 万円、同年 12 月 31 日は 22 万 5,000 円に訂正することが

必要である。 

 さらに、申立人は申立期間⑩のうち、平成 21 年２月１日から同年９月１日

までの期間について、標準報酬月額の決定の基礎となる 20 年４月から同年６

月までは標準報酬月額 24 万円に相当する報酬月額が事業主により支払われて

いたと認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を

24万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 41年生  

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 30日 

         ② 平成 18年７月 25日 

         ③ 平成 18年 12月 23日 

         ④ 平成 19年７月 31日 

         ⑤ 平成 19年 12月 31日 

         ⑥ 平成 20年８月 31日 

         ⑦ 平成 20年 12月 31日 

         ⑧ 平成 21年８月 31日 



  

         ⑨ 平成 21年 12月 31日 

         ⑩ 平成 17年 12月１日から 21年９月１日まで 

申立期間①から⑨までの期間において、Ａ社に勤務し、賞与の支給を受

け、当該賞与から厚生年金保険料を事業主により、控除されていたので、

標準賞与額の記録として認めてほしい。 

また、申立期間⑩については、年金事務所の記録では、標準報酬月額が

給与明細書の総支給額に見合う標準報酬月額と異なっているので、標準報

酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①から⑨までの期間の標準賞与額及び申立期間⑩の標

準報酬月額に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険の保険料徴収権が時効に

より消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅

していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間

については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示さ

れたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適

用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。    

  

  ２ 申立期間①から⑦までの期間については、本件申立日において保険料徴収

権が時効により消滅した期間であるから、厚生年金特例法を、申立期間⑧

及び⑨の期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により

消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

    申立人が提出した賞与明細書によると、申立人は、申立期間①から⑦まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

    また、標準賞与額について、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を改定又

は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与総支給額のそ

れぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立期間①から⑦までの期間に係る標準賞与額については、

申立人が提出した賞与明細書において確認できる賞与総支給額及び厚生年

金保険料控除額から、平成 17 年 12 月 30 日は 19 万 5,000 円、18 年７月 25

日は 23 万円、同年 12 月 23 日は 19 万 9,000 円、19 年７月 31 日は 24 万円、

同年 12 月 31 日は 26 万 4,000 円、20 年８月 31 日は 22 万円、同年 12 月 31

日は 32万 2,000円とすることが妥当である。 



  

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間①から⑦までに係る賞与支払届を社会保険事務

所（当時）に届け出たにもかかわらず、複数回において社会保険事務所が

これを記録していないとは考え難いことから、社会保険事務所は、当該標

準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立人が提出した賞与明細書によると、申立期間⑧に係る標準賞与

額（20 万円）に相当する賞与及び申立期間⑨に係る標準賞与額（22 万

5,000 円）に相当する賞与が事業主により支払われていたことが確認できる。 

    したがって、当該期間に係る標準賞与額を平成 21 年８月 31 日は 20 万円、 

   同年 12月 31日は 22万 5,000円に訂正することが必要である。 

 

３ 申立期間⑩のうち、平成 17 年 12 月１日から 21 年２月１日までの期間に

ついては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期

間であるから、厚生年金特例法を適用し、21 年２月１日から同年９月１日

までの期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消

滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

  申立人が提出した給与明細書によると、申立人は、申立期間⑩のうち、

平成 17 年 12 月１日から 21 年２月１日までの期間に係る厚生年金保険料を、

事業主により給与から控除されていたことが認められる。        

       申立期間⑩のうち、平成 21 年２月１日から同年９月１日までの期間に係

る標準報酬月額については、オンライン記録によると、20 万円と記録され

ているところ、申立人が提出した給与明細書によると、標準報酬月額の決

定の基礎となる 20 年４月から同年６月までは標準報酬月額 24 万円に相当

する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

       したがって、申立人の標準報酬月額を平成 21 年２月から同年８月までは

24万円に訂正することが必要である。 

一方、標準報酬月額について、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の給与総支給額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立期間⑩のうち、平成 17 年 12 月１日から 21 年２月１日までの期間に

ついては、申立人が提出した給与明細書によると、事業主により給与から控

除された厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額と同じか、又は低い額であることから、厚生年金特例法による保険給

付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年 10 月１日から８年６月１日までにつ

いて、Ａ組合（当時）の組合員として掛金をＢ団体により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＣ組合（現在は、Ｄ組合）における

資格取得日に係る記録を７年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を

17万円とすることが必要である。 

なお、Ｂ団体は、申立人に係る当該期間の掛金を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年６月１日から８年６月１日まで 

平成７年６月１日に、Ｃ組合に採用されてから現在まで継続して勤務し

ている。 

しかし、日本年金機構から平成 22 年 10 月に送られてきた年金加入記録

は、Ａ組合員資格の取得日が８年６月１日となっていたため、私が所持し

ていた給与支給明細書を確認したところ、給与から掛金が控除されていた

ので、Ｄ組合に調査を依頼したところ、同組合から申立期間については加

入手続漏れであったとの回答を得た。 

申立期間についてＡ組合の組合員期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が所持するＣ組合の給与支給明細書により、申立人が申立期間のう

ち、平成７年 10 月１日から８年６月１日までの期間において、当該期間に

係るＡ組合の掛金を給与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立期間のうち、平成７年 10 月１日から８年６月１日までの期間

の標準報酬月額については、給与支給明細書における掛金控除額から、17

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る掛金のＢ団体による納付義務の履行について、Ｄ組

合は、Ｃ組合による申立人に係る組合員資格取得届の届出漏れを認めてい



  

ることから、Ｃ組合からＡ組合への資格取得に係る届出は行われておらず、

その結果、同組合は、申立人に係る平成７年 10 月から８年５月までの掛金

について納入の告知を行っておらず、Ｂ団体は、当該期間に係る掛金を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

   ２ 申立期間のうち、平成７年６月１日から同年 10 月１日までの期間につい

て、Ｄ組合が保管している職員台帳、人事給与システム記録の写し及び申

立人が所持する健康保険被保険者証に記載されている被保険者資格の取得

日から判断すると、申立人は、７年６月１日にＣ組合に採用され、当該期

間において継続して勤務していたことが認められる。 

     しかしながら、申立人は、申立期間のうち、平成７年６月１日から同年

10 月１日までの期間の給与支給明細書は所持しておらず、申立人は「平成

７年６月１日から同年 10 月１日までの期間に係る給与支給明細書は見つか

らなかったので提出できなかったものの、当該期間については、掛金は控

除されていなかったと記憶している。」としていること、及びＤ組合は、

「当該期間当時は試用期間があり、試用期間中は健康保険にのみ加入させ

ていたようだ。」と回答しているところ、申立人と同じ年度である７年４

月に採用された同僚について、当該同僚が所持する給与支給明細書におい

て、同年９月の給与から掛金が控除されておらず、同年 10 月の給与から掛

金が控除され始めていることが確認できることから判断すると、同組合は、

必ずしも採用と同時に給与から掛金を控除していたとは限らない事情がう

かがえる。 

 このほか、申立期間のうち、平成７年６月１日から同年 10 月１日までの

期間におけるＡ組合の掛金の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人がＡ組合員として申立期間のうち、平成７年６月１日から同年 10 月１

日までの期間に係る掛金をＢ団体により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

 



  

福岡厚生年金  事案 3697 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 28年１月 10日にＡ事業所に係る厚生年金保険被保

険者資格を取得し、29 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事

務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 26年７月１日から 29年４月１日まで 

公共職業安定所の職業紹介により、昭和 26 年６月に米軍のＢ基地内で勤

務した。 

厚生年金保険の被保険者記録では昭和 26 年７月１日に資格喪失となって

いるが、29 年３月までは勤務していたことに間違い無いので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 28 年１月 10 日から 29 年４月１日までの期間につい

ては、勤務内容に係る申立人の具体的な供述等から判断すると、申立人が、

当該期間において、米軍のＢ基地内で勤務していたことが認められる。 

また、米軍の直接雇用事業所としてのＡ事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）の記録により、申立人と

同姓同名で同一生年月日であり、基礎年金番号に統合されていない厚生年金

保険の被保険者記録が確認できるところ、申立人の勤務内容に係る具体的な

供述等から判断すると、当該記録は、申立人の記録に相違ないと判断できる。 

なお、昭和 28 年１月から 29 年３月までの期間の標準報酬月額については、

今回統合する申立人のＡ事業所に係る被保険者名簿の申立人の記録から、

8,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 26 年７月１日から 28 年１月 10 日までの期間



  

については、申立人は、「米軍のＢ基地内で勤務した。」と申し立てていると

ころ、連合国軍要員のうち非軍事的業務に使用される者は、日本政府の直接使

用人として厚生年金保険の被保険者となる取扱いがされていたが、26 年７月

１日以降は、雇傭関係の切替えにより厚生年金保険の強制被保険者とはならな

い旨の厚生省（当時）所管局長通知が発出されていることから判断すると、申

立人は、上記通知に基づき 26 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失

したと推認される。 

また、昭和 26 年７月１日から 27 年 12 月 17 日までの期間は申立事業所が

厚生年金保険の適用事業所でなかったことが確認できる上、同年 12月 18日か

ら 28 年１月９日までの期間については、被保険者名簿に申立人の被保険者記

録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番は無いことから、申立人の記録が

欠落したものとは考え難い。 

さらに、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、当該期間に係る勤務実態

についての供述を得ることができない上、申立人が当該期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の

資料は無い。 

このほか、申立人の当該期間における事業主による厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3698 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和19年１月７日に労働者年金保険被保険者資格を取

得した旨の届出を保険出張所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申

立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年８月31日で

あったと認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日及

び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年１月 10日から 19年８月 31日まで 

Ｂ校を昭和15年３月に卒業し、家業を手伝った後、Ａ社に17年１月10日

から軍隊に入隊するために退職した19年８月30日までの間勤務した。 

勤務していたことに間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社における勤務状況に係る申立人の供述とともに、厚生年金保険被保険者

記号番号払出簿（以下「払出簿」という。）において、申立人が名前を挙げた

同僚が昭和 17 年１月１日に、当該事業所に係る被保険者資格を取得している

ことを確認できることから判断すると、時期は特定できないものの、申立人が

申立事業所に勤務していたことは推認できる。 

また、当該払出簿には、申立人と同姓同名かつ同一生年月日で、資格取得日

が昭和 19 年１月７日（事業所名称欄は空欄）である基礎年金番号に統合され

ていない記号番号が確認できるところ、オンライン記録により申立人以外には

同姓同名かつ同一生年月日の該当者はいないことが確認できる。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚が、「申立人がＡ社に勤務し、昭和 19

年８月末に入隊のため退職したことを憶
おぼ

えている。」と供述しているところ、

Ｃ県が保管する申立人に係る軍歴資料から、申立人が昭和 19年９月 10日に入



  

隊したことが確認できる。 

加えて、Ｄ事務センターでは、「当時、記録を管理していたＥ社会保険事

務所（当時）は、昭和28年２月に火災に遭い、保管していた名簿等は焼失して

残っていない。当時、既に退職していた方や事業所として厚生年金保険を脱退

していた事業所の加入記録などは、復元できないまま現在に至っているものも

ある。『Ａ社』についても同様である。」と回答している。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録

は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一

方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して

考慮すると、事業主は、申立人が昭和19年１月７日に労働者年金保険被保険者

の資格を取得した旨の届出を保険出張所に対し行ったと認めるのが相当であり、

申立人の申立事業所における労働者年金保険被保険者資格の喪失日は同年８月

31日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

   なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、厚生

年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の被保険

者記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、

以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあること

が特定できない案件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに対

処すべきであるが、現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 

一方、申立期間のうち昭和 17年１月 10日から 19年１月６日までの期間に

ついては、当該期間に係る払出簿に申立人の名前を確認できない上、申立人の

供述以外に、申立人の当該期間における労働者年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が労働者年金保険被保険者として、当該期間に係る労働者年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3699 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ組合Ｂ本部における資格喪失日に係

る記録を平成７年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 50 万円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年３月 31日から同年４月１日まで 

    昭和 46 年８月１日からＡ組合Ｂ本部に勤務し、平成７年４月１日に同団

体の関連団体であるＣ事業所に異動したが、厚生年金保険の被保険者記録

では、同年３月 31 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失したことになって

おり、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

しかし、異動により被保険者記録が途切れた憶
おぼ

えは無く、厚生年金保険料

を毎月給与から継続して控除されていた。申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ組合Ｂ本部の事業主は、「申立人は、平成７年３月 31 日に当団体を退職

し、同年４月１日、当団体の関連団体であるＣ事業所に入職した。」として

おり、申立人が名前を挙げた同僚も同じ内容について供述している上、雇用

保険の被保険者記録から、申立人の申立事業所に係る離職日は同年３月 31 日

と確認できることから、申立人が申立期間において申立事業所に勤務してい

たことが確認できる。 

また、当該事業主は、「平成７年３月分の保険料については徴収していたこ

とに間違いない。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か



  

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ組合Ｂ本部における

平成７年２月のオンライン記録から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主が資格喪失日を平成７年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会

保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日と誤って記録したとは考え難いこ

とから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年３月分の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3700 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、平成７年９月

30 日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

また、申立人は、申立期間①のうち、平成５年 10 月から７年８月までにつ

いては、申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、

５年 10 月から６年９月までの標準報酬月額は 18 万円、同年 10 月から７年８

月までは 12万 6,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年５月 23日から７年９月 30日まで 

② 平成７年９月 30日から８年２月 29日まで 

申立期間①については、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が、支給さ

れていた給与額よりも低くなっている上、少なくとも同社が厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった平成７年９月 30 日まで勤務していたにも

かかわらず、資格喪失日が同年５月 31 日と記録されているので、記録を訂

正してほしい。 

申立期間②については、Ａ社の社長と一緒にＢ市Ｃ区にあるＤ社で平成

７年 10月頃から８年２月頃まで勤務したが、その間の厚生年金保険の被保

険者記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の被保険者記録及び申立人と同時期にＡ

社に勤務していたとする複数の同僚の供述により、申立人が当該事業所に

勤務していたことが確認できる。 

また、当初のオンライン記録において、申立人の申立期間①の標準報酬

月額は、申立人が勤務を開始したとする平成５年５月 23 日から同年 10 月 1

日までは 17 万円、５年 10 月１日から６年 10 月１日までは 18 万円、６年

10 月１日から７年 10 月１日までは 12 万 6,000 円、７年 10 月１日は 14 万



  

2,000 円と記録されていたところ、標準報酬月額については当該事業所が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成７年９月 30 日）の後

の７年 10 月 12 日付けの処理で、申立期間①のうち５年 10 月 1 日から７年

５月 31 日までの期間について９万 2,000 円に減額され、厚生年金保険被保

険者資格の喪失日については同年 10 月 20 日付けの処理で申立人の資格喪

失日が同年５月 31日に遡って処理されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）がこのような処

理を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められないことから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日は、平成７年９月 30 日であり、申立人の申立期間①に係る

標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報

酬月額（平成５年 10 月から６年９月までは 18 万円、同年 10 月から７年８

月までは 12万 6,000円）に訂正することが必要である。 

一方、申立期間①のうち平成５年５月 23 日から同年 10 月１日までの期

間についての標準報酬月額については、オンライン記録において、遡って

引き下げられているなどの不自然な点は確認できない。 

また、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無

く、このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無

い。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①のうち平成５年５月 23 日から同年 10 月１日までの期間について

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

２ 申立人は、申立期間②について、Ｄ社で勤務したと申し立てているところ、

Ａ社の同僚は、「私はＡ社で継続して勤務していたが、申立人は複数の同僚

と一緒にＤ社に移った。Ｄ社は、Ａ社と土地の共同販売を行っていた。」と

供述していることから判断すると、申立人は、期間の特定はできないものの、

Ｄ社で業務に従事していたことは推認できる。 

しかしながら、「Ｄ社」という名称の事業所又は類似名称の事業所につ

いては、申立期間②において、厚生年金保険の適用事業所であったことが確

認できない。 

  また、申立人は、申立期間②の給与はＡ社の社長から受け取っていたが、

給与明細書は無かったと供述している。 

このほか、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる資料は無く、申立人の申立期間②に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見



  

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により、給与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、前述のＡ社の同僚が保管していた当該同僚の賃金台帳により、申

立人がＤ社に移ったと供述する平成７年９月以降の期間については当該同僚

の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3701 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 25 年２月５日に厚生年金保険被保険者資格を取得

し、同年９月 30 日に同資格を喪失、26 年５月１日に同資格を取得し、同年８

月 21 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行った

ことが認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日

及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、昭和 25年２月５日から同年９月 30日までの期間の標準報酬月額につ

いては 6,000 円、26 年５月１日から同年８月 21 日までの期間の標準報酬月額

については 8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年頃から 26年頃まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きない。同事業所に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ社について、「Ｂ炭坑は倒産した後、事業を再開した。」と供

述しているところ、「昭和 25年９月 30日事業休止（全喪）」と記載されたＡ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿が確認できるとともに、同事業所

に係る別の被保険者名簿においては昭和 26 年２月１日に厚生年金保険の適用

事業所に再び該当していることが確認でき、申立人の供述と当該記録が一致し

ていること、及び申立人が同僚として挙げた名前が事業休止と記載されている

被保険者名簿において確認できることから判断すると、申立人がＡ社に勤務し

ていたことを推認できる。 

また、前述の事業休止と記載されている被保険者名簿において、申立人の

氏名、生年月日と一致する厚生年金保険の被保険者記録（資格取得日は昭和

25 年２月５日、資格喪失日は同年９月 30 日）が確認できるとともに、前述の

適用事業所に再び該当したことが確認できる被保険者名簿においても、申立人



  

の氏名、生年月日と一致する被保険者記録（資格取得日は昭和 26 年５月１日、

資格喪失日は同年８月 21 日）が確認できるところ、この二つの被保険者記録

は基礎年金番号に統合されておらず、同一記号番号であることが確認できるこ

となどから、当該厚生年金保険の被保険者記録は申立人の記録と判断できる。 

   これらを総合的に判断すると、Ａ社は、申立人が昭和 25 年２月５日に厚生

年金保険被保険者の資格を取得し、同年９月 30 日に同資格を喪失、26 年５月

１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年８月 21 日に同資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、今回統合するＡ社に係る二つ

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 25 年２月５日から同

年９月 30 日までは 6,000 円、26 年５月１日から同年８月 21 日までは 8,000

円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち昭和 25 年１月１日から同年２月５日までの期間、同

年９月 30日から 26年５月１日までの期間、及び同年８月 21日から 27年１月

１日までの期間については、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3702 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月 27日から 44年２月 26日まで 

② 昭和 44年４月１日から同年９月 27日まで 

③ 昭和 45年１月５日から同年７月 21日まで 

 Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務したが、脱退手当金をもらったこととされてい

ることに納得がいかないので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間③に係る事業所での厚生年金保険被保険

者資格の喪失日から約２年後の昭和 47 年７月 25 日に支給決定されたことと

なっており、事業主が申立人の委任を受けて脱退手当金を代理請求したとは考

え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、当該脱退手当金の支給決定日前

における６回の被保険者期間のうち、申立期間①より前の最初の被保険者期間

を含む３回の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求

となっており、申立人が当該３回の被保険者期間を失念するとは考え難い。  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3703 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 14 年 11 月から 15 年３月までの期間につい

ては、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を 14年 11月は 36万円、同年 12月から 15年２月までは 38万円、同年３月

は 36万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 11月１日から 15年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際に給与から控除

されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違しているので、申

立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人が提出した給与明細書には、「Ｂ社」と印字がある一方、「Ａ事業

所分」と手書きで記入されていることが確認できるところ、申立人は、

「給与明細書の『Ａ事業所分』という記載は、私が書いたものである。申

立期間当時、私は、Ｂ社からＡ社に出向した扱いだった。」と供述してい

る上、Ｂ社の事業主は、Ａ社との関係について、「当社の社員でありなが

ら、Ａ社の社員として活躍した経緯もあった。当時、当社は、Ａ社の下請

けであり、同社の給与計算をしたこともあった。」と回答していることか

ら判断すると、当該給与明細書は、Ａ社に係るものであると推認される。 

また、申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した平成 14 年 11

月 16 日から 15 年４月 15 日までの期間に係る給与支払明細書において確認

できる報酬月額及び厚生年金保険料の控除額から判断すると、申立人は、

申立期間のうち 14 年 11 月から 15 年３月の期間において、オンライン記録



  

上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険料額を給与から

控除されていることが認められる。 

 一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成 14 年 11 月は 36 万

円、同年 12 月から 15 年２月までは 38 万円、同年３月は 36 万円に訂正す

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当

時の事業主も既に死亡し供述を得ることができず、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成 15 年４月については、前述の給与支払明細書など

から判断すると、給与の支払いは、毎月 15 日締めの月末支払いであり、控

除されている厚生年金保険料は前月分となることから、平成 15 年４月支給

の給与から控除されている保険料は同年３月分であることが推認でき、同

年４月分の保険料の控除は確認できない。 

このほか、申立期間のうち平成 15 年４月における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として平成 15 年４月に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3704 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

16 年１月５日、資格喪失日が 17 年８月１日とされ、当該期間のうち、同年

７月 30日から同年８月１日までの期間は厚生年金保険法第 75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき、申立人の同社における資格喪失日を同年８月１日とし、

申立期間①の標準報酬月額を 15万円とすることが必要である。 

    なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  ２ 申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、11 万 8,000 円に訂正

することが必要である。 

    なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 30日から同年８月１日まで 

             ② 平成 17年７月 29日 

    申立期間①について、Ａ社を平成 17年７月 31日付けで退職し、給与から

厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず、年金額の計算の基礎と

なる厚生年金保険の被保険者期間とならない記録とされているので、申立

期間①を年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

    また、申立期間②について、平成 17年７月 29日に支給された賞与から当

該賞与額に見合う厚生年金保険料が控除されているので、年金額の計算の

基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、

資格取得日が平成 16年１月５日、資格喪失日が 17年８月１日とされ、当該

期間のうち、同年７月 30 日から同年８月１日までの期間は、厚生年金保険

法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とな

らない記録とされている。 

    しかしながら、雇用保険の被保険者記録、Ａ社が提出した申立人に係る退

職願、給与台帳及び申立人が提出した給与明細書から判断すると、申立人は

申立期間①において同社に勤務し、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間①に係る標準報酬月額については、15 万円とすることが

妥当である。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 23 年３月

18 日に、事業主は、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の被保険者期

間について届出を行っていなかったことを認めた上で、申立てに係る資格喪

失訂正届を提出していることが確認できることから、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る 17 年７月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人が提出した賞与支払明細書及びＡ社の回答か

ら判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

    一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の賞与総額のそれぞれに見合う標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

    したがって、申立期間②に係る標準賞与額については、申立人が提出した

賞与支払明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、11万 8,000

円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の標準賞与額に係る届出を社会保険事務所に提出し

ていないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る申立

期間②の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 2440 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年 12 月から 11 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 12月から 11年８月まで 

    平成 10年 12月に会社を退職したので、国民健康保険及び国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料は、銀行の口座振替で納付してい

たと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人に対し、平成 11 年８月 24 日及び 12 年８

月 21 日の２回にわたり、申立期間に係る国民年金の加入勧奨が行われている

ことが確認できる上、申立人の申立期間に係る国民年金被保険者資格の取得日

（平成 10年 12月 31日）及び喪失日（平成 11年９月 20日）は、13年４月 13

日に追加入力されており、この時点までは、申立期間は国民年金の未加入期間

とされ、国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は、銀行の口座振替により納付

していたと供述しているところ、オンライン記録によれば、口座振替による保

険料の納付は、結婚直後の平成 13 年５月から開始されていることが確認でき

るものの、申立期間の保険料に係る口座振替は確認できない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2441 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月から同年６月まで 

    申立期間が免除期間とされているため、Ａ市Ｂ区役所に「平成 12 年度国

民年金保険料納付書兼領収書」を持参して問い合わせたところ、申立期間の

保険料は納付されているとの回答であったので、申立期間が免除期間とされ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した「平成 12 年度国民年金保険料納付書兼領収書」には、領

収日付印が無い上、金融機関が国民年金保険料を収納する際に使用する保険料

原符及び金融機関が収納したことを通知する領収済通知書も使用されないまま

保管されていることから、申立期間の保険料が納付されたことを確認できない。 

   また、オンライン記録によると、申立期間を含む平成 12年４月から 13年３

月までの期間についての免除申請を 12年５月 15日に行ったことが確認される

上、仮に、免除申請前に申立期間の国民年金保険料を納付していた場合、申立

期間を免除期間として認めることは考え難いほか、Ａ市Ｂ区は、「領収日付印

の無い納付書兼領収書を見て、申立期間の保険料が納付されていると説明する

ことはありえない。」と回答している。 

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2442 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 12 月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月から 50年３月まで 

 母親が、昭和 49 年６月頃、私と同居していた兄嫁と一緒に国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料も 20 歳まで遡って納付してくれたことを記

憶している。年金手帳には、加入日も記載されているのに、申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、母親が昭和 49 年６月頃、兄嫁と申立人の国民年金の加入手続を

一緒に行い、申立人が 20 歳まで遡って保険料を納付してくれたと説明してい

るところ、申立人の兄嫁は、49 年６月に任意加入していることが確認できる

ものの、申立人の国民年金手帳記号番号は、52 年６月に払い出されており、

それ以前に別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らないことから、申立人の国民年金加入手続はその頃行われたと推認でき、申

立人の兄嫁と一緒に加入手続をしたとする申立人の説明とは符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された直後の昭和 52 年７月

11 日に、時効間際の 50 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料が過年度

納付されていることが確認できることから、申立期間の保険料は時効により納

付することができなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、

当時の手続を行ったとする母親から聴取することができないため、当時の加入

状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

   加えて、申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2443 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 50年３月まで 

    私は、昭和 47年又は 48年頃、市役所から国民年金に加入するよう通知を

受け、国民年金の加入手続を行って以降、国民年金保険料を納付している

ので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51年 12月に払い出されており、そ

れ以前に別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たら

ないことから、記号番号が払い出された時点において、申立期間のうち、48

年４月から 49 年９月までの国民年金保険料は、時効により過年度納付するこ

とができなかったものと考えられる。 

   また、Ａ市Ｂ区の国民年金被保険者名簿によると、昭和 51年 12月に国民年

金の加入手続が行われ、50 年４月からの国民年金保険料の納付が開始され、

申立期間の保険料は未納とされていることが確認でき、その記録は、国民年金

手帳記号番号払出簿及びオンライン記録と符合する。 

   さらに、申立人は、昭和 51 年 12 月時点において、既に 36 歳に到達してお

り、その納付月数は、同年４月から 60 歳に到達するまでの国民年金保険料を

現年度納付したとしても 290月となり、老齢年金の受給資格期間である 300月

を満たすことができないことから、申立期間直後の 50年４月から 51年３月ま

での保険料が過年度納付されているものと推認される。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2444 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から６年 11 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から６年 11月まで 

    私は、平成３年の学生時代当時に、納付書が送付されてきたため、国民年

金保険料を納付していた。その後、送付されてきた年金手帳には、被保険者

となった日が同年４月１日とされているので、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立人の基礎年金番号は平成９年１月 24 日に付

番されており、平成３年に国民年金保険料を納付するためには、それ以前に別

の国民年金手帳記号番号の払出しが必要となるが、別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、当該基礎年金番号が付番さ

れた時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができな

かったものと考えられる。 

   また、申立人が提出した年金手帳において、当該手帳の交付日の平成９年１

月 24 日は前述の基礎年金番号の付番日と一致するほか、国民年金の被保険者

となった日は、学生が強制加入となった３年４月１日と記載されていることか

ら、遡って国民年金被保険者の資格を取得していることが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間

の保険料納付額等に関する記憶が定かではないなど、ほかに申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 46年４月から 55年３月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った後、国民年金保険料は全て郵便局や銀

行で納付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録では、申立期

間は未納とされており、同名簿の昭和 46 年度の納付記録欄には、社会保険事

務所（当時）とＡ市との間で記録照合が行われている記録が確認できる。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿の記録等により、申立人の場合、昭和

45 年度から 47 年度までの国民年金保険料の納付方法は印紙検認方式であった

ことが推認できるところ、申立人が提出した年金手帳には、申立期間直前の

45年度の検認記録欄には検認印が確認できるものの、46年度及び 47年度の検

認記録欄には検認印は確認できないことから、当該期間の保険料が納付されて

いたものとは考え難い。 

   さらに、申立人は、昭和 48 年１月にＢ市へ転居していることが確認できる

ものの、申立人が提出した年金手帳等では、Ｂ市への住所変更の事跡は確認で

きない上、Ａ市の国民年金被保険者名簿では、「住所地不在の確認：48.4.1、

判明：55.6.30」との記録が確認できることから、48 年４月１日から 55 年６

月 29 日までの期間、申立人は不在者として取り扱われており、国民年金保険

料を納付することはできなかったものと考えられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



  

福岡国民年金 事案 2446 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 16年６月、同年８月及び 17年４月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年６月 

② 平成 16年８月 

③ 平成 17年４月 

    私は、平成 16 年４月から同年９月までの国民年金保険料を郵便局で納付

したが、申立期間の①及び②の保険料が未納とされている。また、申立期間

③に係る保険料も郵便局で納付したので、これら申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①、②及び③に係る国民年金保険料の領収証書は保管し

ていないが、申立期間①及び②の直前直後となる平成 16 年５月、同年７月及

び同年９月の領収証書を保管しているところ、これら領収証書の納付月は、オ

ンライン記録の納付月と符合している上、申立期間①及び②の直前直後の保険

料は、いずれも時効間際に納付されていることが確認できる。 

   また、申立期間は、国民年金保険料収納事務が国に一元化された平成 14 年

４月以降の期間であり、納付書の作成及び収納機関からの納付済通知等につい

て事務処理の機械化が進展していることなどを踏まえると、16 年６月から 17

年４月までの 11か月間に３回の納付記録漏れが生じることは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡厚生年金 事案 3705       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、④及び⑥に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②、③、⑤及び⑦について、厚生年金保険被保険

者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年６月 10日から 42年２月１日まで 

         ② 昭和 42年３月９日から同年７月１日まで 

         ③ 昭和 40年９月頃から 42年５月６日まで 

         ④ 昭和 42年５月６日から同年９月 16日まで 

         ⑤ 昭和 42年９月 16日から 43年４月１日まで 

         ⑥ 昭和 42年９月 16日から 43年６月２日まで 

         ⑦ 昭和 43年６月２日から 44年７月１日まで 

昭和 40年６月 10日にＡ社Ｂ工場に入社し、42年６月 30日に退社した。 

このうち、昭和 40 年６月 10 日から 42 年２月１日までの期間については、

厚生年金保険の被保険者記録は確認できたが、脱退手当金が支給されてい

る期間とされている。脱退手当金を支給された記憶は無いので、申立期間

①について、脱退手当金の支給記録を訂正するとともに、申立期間②につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、昭和 40 年９月頃に、Ａ社Ｂ工場に勤務しながらＣ事業所に入社し、

43年３月 31日退社した。 

このうち、昭和 42 年５月６日から同年９月 16 日までの期間については、

厚生年金保険の被保険者記録は確認できたが、脱退手当金が支給されてい

る期間とされている。脱退手当金を支給された記憶は無いので、申立期間

④について、脱退手当金の支給記録を訂正するとともに、申立期間③及び

⑤について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

さらに、昭和 42 年９月 16 日に、Ａ社（勤務場所は、Ａ社Ｂ工場）に再

度入社し、44年６月 30日に退社した。 

このうち、昭和 42 年９月 16 日から 43 年６月２日までの期間については、



  

厚生年金保険の被保険者記録は確認できたが、脱退手当金が支給されてい

る期間とされている。脱退手当金を支給された記憶は無いので、申立期間

⑥について、脱退手当金の支給記録を訂正するとともに、申立期間⑦につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人の申立期間①、④及び⑥に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

には、いずれも脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記さ

れている上、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険脱退手当金支給報

告書には、申立期間の脱退手当金に係る支給対象期間、支給日及び支給額が

記載されており、その記録はオンライン記録と一致しているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、脱退手当金支給日以前に脱退手当金が未請求となっている期間があ

るが、Ａ社Ｂ工場が昭和 42 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなったことに伴い、同日付けでＡ社において厚生年金保険の被保険者

資格を再取得したものと推認され、期間も約１か月と短期間であることから、

申立人がこの事情を知らなかったため、申し出ることができず、脱退手当金

の計算の基礎とされなかったものと考えられることから、支給されていない

期間が存在することに事務処理上の不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

   

２ 申立期間②について、申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務していたと申し立てて

いるものの、当該期間は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなった昭和 42年２月１日の後の期間である。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった昭和 42 年２月１日と同日に、Ａ社において、厚生年金保険被保険者

資格を取得し、同年３月９日に同資格を喪失したことがＡ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿で確認できるが、申立期間②に係る申立人の

被保険者記録は確認できない。 

さらに、Ａ社は、当時の関連資料が残っていないため、申立人に係る厚

生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除については不

明であると回答している。 

 

３ 申立期間③及び⑤について、申立人は、Ｃ事業所に勤務していたと申し立

てているところ、申立人が所持する写真の裏面の記載から、申立人が昭和

42 年４月頃、Ｃ事業所に勤務していたことが推認でき、当該事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が、同年５月６日に厚生



  

年金保険の被保険者資格を再取得し、同年９月 16 日に同資格を喪失したこ

とが確認できるが、同被保険者名簿において申立期間③及び⑤に係る申立人

の被保険者記録は確認できない。 

なお、Ｃ事業所及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

り、申立人が、Ｃ事業所において、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

た昭和 42 年９月 16 日にＡ社において被保険者資格を再取得していること

が確認できる。 

また、Ｃ事業所は、昭和 41 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所に該

当しており、申立期間③のうち、40 年９月頃から 41 年６月 30 日までは、

当該事業所が適用事業所に該当する前の期間である。 

さらに、同僚一人が、「Ｃ事業所は、従業員の入退社が多かったので、

従業員の全てを厚生年金保険に加入させていたとは思われない。私も厚生

年金保険の加入は、入社後、約１年半後になっている。」と供述している

ことなどから判断すると、Ｃ事業所では、入社と同時に全ての従業員を厚

生年金保険の被保険者として届け出ていたとは限らない事情がうかがえる。 

      加えて、Ｃ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってお

り、当時の事業主とも連絡が取れないことから、申立人の申立期間③及び⑤

における厚生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

 

４ 申立期間⑦について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てていると

ころ、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人

が昭和 42 年９月 16 日に厚生年金保険の被保険者資格を再取得し、43 年６

月２日に同資格を喪失したことが確認できるが、申立期間⑦に係る申立人の

被保険者記録は確認できない。 

      また、Ａ社は、当時の関連資料が残っていないため、申立人に係る厚生年

金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除については不明であ

ると回答している。 

 

    ５ 申立人が、申立期間②、③、⑤及び⑦に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが確認できる給与明細書等の資料は無く、こ

のほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

        これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②、③、⑤及び⑦に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3706      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

 住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年８月 15日から 46年９月６日まで 

昭和 43 年 11 月 16 日から 47 年３月 20 日まで、Ａ社に勤務したにもかか

わらず、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

現在、申立事業所は廃業してしまったが、申立事業所の斜め向かいには

私の夫の兄の店が、申立事業所の隣には衣料品店があり、私の夫の兄、衣料

品店の経営者や店員が、私が申立事業所に継続して勤務していたことを証明

してくれると思う。 

申立期間についても厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和

43 年 11 月 16 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、45 年８月 15 日に同

資格を喪失後、46 年９月６日に同事業所において再度被保険者資格を取得し

ていることが確認できるものの、申立期間に係る被保険者記録は確認できな

い。 

  また、Ａ社に係る申立人の雇用保険の被保険者記録については、昭和 43 年

７月 16 日に被保険者資格を取得後、45 年８月 15 日に離職した記録となって

おり、46 年９月６日に同事業所において再度同資格を取得していることが確

認でき、当該記録は、前述の被保険者名簿における記録と符合しており、社

会保険事務所（当時）及び公共職業安定所の双方が、誤って同時期に申立人

の被保険者資格を喪失又は離職したとして記録し、誤って同時期に再取得さ

せたとは考え難い。 

  さらに、申立事業所に係る法人登記簿によると、Ａ社は、平成 11 年９月 30

日に解散しており、元取締役が、申立事業所における社員名簿等の関連資料



  

は既に処分したと供述している上、申立人が名前を挙げた同僚及び前述の被

保険者名簿から確認できる同僚の中にも、申立期間の厚生年金保険の取扱状

況について記憶している者はいないことから、申立人の申立期間における厚

生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連

資料及び供述を得ることができない。 

 加えて、前述の元取締役が、「厚生年金保険の被保険者として届け出てい

ない期間について、厚生年金保険料を給与から控除することはなかった。」

と供述しているところ、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年 10月１日から 61年３月 24日まで 

 私は、昭和 56 年頃、私の友人のＡ氏から紹介を受け、Ｂ社（Ｃ社に名称

変更し、現在は、Ｄ社）に勤務した。入社時から厚生年金保険等の社会保

険に加入しており、61 年３月 24 日にＥ社に入社する直前まで、給与から厚

生年金保険料が控除されていたと思うが、年金事務所の記録ではＢ社に係

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日は 57年 10月１日とされている。 

申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 57年 10月１日となっているところ、雇

用保険の被保険者記録では、申立人の申立事業所における離職日は同年９月

30 日となっており、当該記録は、前述の被保険者名簿及びオンライン記録と

符合していることが確認できる。 

また、健康保険法の規定において、被保険者期間中に受診していた疾病に

ついて、健康保険被保険者資格の喪失後も引き続き健康保険による診療が受け

られる継続療養の制度が定められているところ、前述の被保険者名簿によると、

申立人が昭和 57年 10月 1日に健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格を喪

失した際に、健康保険継続療養受給証明書が申立人に交付されたことを示す記

載が確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、こ

のほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から７年３月 15日まで 

    平成９年３月 30 日付けでＡ社Ｂ支社を退職した。当時の厚生年金保険制

度では 65 歳に到達するまで厚生年金保険に加入できるとのことなので、65

歳に到達する７年＊月＊日までは厚生年金保険に加入していたと思う。調

査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支社は、申立人に係る平成５年４月１日付けの健康保険厚生年金保険

被保険者資格喪失確認通知書の写しを提出するとともに、「申立期間当時、

当社の定年は 63 歳と規定されており、嘱託等の制度はあったが、63 歳に達し

た社員については厚生年金保険被保険者資格を喪失させる旨の手続を行って

いた。申立期間については、厚生年金保険被保険者の資格喪失後になるので

給与から厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

 また、Ａ社Ｂ支社が提出した申立人に係る健康保険厚生年金保険失業保険被

保険者台帳によれば、申立期間については健康保険の任意継続被保険者として

の記録が確認できるところ、Ｃ健康保険組合は、「健康保険の任意継続被保険

者資格の取得手続は被保険者自身が行うものである。」と回答している。 

  さらに、オンライン記録によると、申立人に係る特別支給の老齢厚生年金に

ついては、申立人が申立事業所において厚生年金保険被保険者の資格を有して

いたことから、平成５年４月までは基本額の大部分が支給停止されていたとこ

ろ、申立人が同年４月１日付けで資格を喪失したことにより、資格喪失日の翌

月である同年５月から、配偶者に係る加給年金額を除いて全額支給されるよう

になったことが確認できる。 

  加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控



  

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立て

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3709 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月１日から 47年 10月１日まで 

Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社Ｄ事業所）に勤務していた期間のうち、申立

期間の標準報酬月額が下がっているが、申立期間を含めて、毎年ベースアッ

プがあり給与が減少するようなことは無く、標準報酬月額が下がっているこ

とに納得できないので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「当時、毎年ベースアップが行われていた。仕事は忙しく、病気

等で休んだことが無かった。給与が下がることは無かったので、標準報酬月額

が下がることは考えられない。」と申し立てており、Ｅ厚生年金基金の記録及

びＡ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において厚生年金保

険の被保険者記録が確認でき、同社の人事担当に所属していたとする４人の同

僚を含む多数の同僚等は、「申立期間当時、給与は増加することはあっても、

減少することは無かった。」と供述している。 

しかしながら、前述のＥ厚生年金基金の記録により、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額は、前述の被保険者名簿及びオンライン記録における標準報

酬月額と一致していることが確認できるところ、Ｃ社は、「国（厚生労働省）

の記録どおりの届出を行っていた。」と回答している上、当該厚生年金基金の

記録において、申立人の拠出給与基準額は申立期間前後において順次増加して

いることが確認できる一方、標準報酬月額は必ずしも増加しているとは限らな

いことなどから判断すると、当時、基本的な賃金は順次増加していたことが推

認されるものの、基本的な賃金以外の報酬を含む実際の報酬月額については変

動があり、必ずしも増加していたとは限らない状況がうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿において厚生年金保険被保険者記録が確認でき、



  

申立人が名前を挙げる上司を含む複数の同僚の申立期間を含む前後の期間の標

準報酬月額の推移をみると、申立人のみが不自然である事情は見受けられない。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月１日から 59年１月１日まで              

    昭和 58 年の年末までＡ社においてＢ業務に従事していたが、厚生年金保

険被保険者資格の喪失日は同年１月１日とされており、申立期間に係る厚

生年金保険の被保険者記録が確認できないので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録によれば、申立人のＡ社に係る離職日は昭和 57 年

12 月 31 日となっており、当該離職日は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿における厚生年金保険被保険者資格の喪失日と符合していること

が確認できる。 

   また、雇用保険の支給台帳の記録から、申立人がＡ社を退職した後、昭和

58 年１月７日付けで公共職業安定所に求職の申込みを行い、同年２月 14 日か

ら同年 12 月 10 日までの期間において、雇用保険の求職者給付(基本手当)を

受給していることが確認できる。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、当時の事業主も死

亡しており、申立期間当時の事務担当者は、「申立人に係る当時の資料は

残っていない。私が資格得喪の届出を行っていたが、従業員が在籍している

のに先に資格喪失手続きをすることはなかった。」と供述していることから、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確

認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3711 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 11年 11月１日から 18年５月 27日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際に給与から控除

されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違しているので、申

立期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、

申立期間のうち、平成 18 年１月から同年４月までの申立人の標準報酬月額に

ついては、申立人が提出した平成 19 年度（平成 18 年分）市県民税（所得・

課税）証明書から確認できるＡ社における給与収入額を各月で按
あん

分した額に

見合う標準報酬月額と、同証明書で確認できる社会保険料控除額を基に試算

した各月の厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、いずれも、オンライン

記録上の標準報酬月額（９万 8,000 円）と一致していることが確認できるも

のの、申立期間のうち、11 年 11 月から 17 年 12 月までの申立人の標準報酬月

額については、申立人が提出した平成 12 年度（平成 11 年分）から 18 年度

（平成 17 年分）までの市県民税（所得・課税）証明書から、同社における給

与収入額を各月で按
あん

分した額に見合う標準報酬月額と、社会保険料控除額を

基に試算した各月の厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、いずれも、オ

ンライン記録上の標準報酬月額（９万 8,000 円）を超えていることが確認で

きる。 

   しかしながら、オンライン記録では、申立人の標準報酬月額が遡って引き下

げられているなどの不自然な点は確認できない上、平成 16 年及び 17 年に係

る被保険者報酬月額算定基礎届により、16 年９月及び 17 年９月の定時決定に

よる標準報酬月額は９万 8,000 円とされており、オンライン記録上の標準報



  

酬月額と一致していることが確認できる。 

   また、申立人は、自身がＡ社の役員（専務取締役）であったことを認めてお

り、同社に係る法人登記簿においても、申立人が取締役であることが確認で

きる上、申立期間当時、同社において常勤の取締役に就いていた二人（代表

取締役を含む）の標準報酬月額を確認したところ、申立人と同様に推移して

いることが認められることから判断すると、オンライン記録において、申立

人の標準報酬月額が特に不自然である事情はうかがえない。 

   さらに、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きる者で、同社の社会保険事務等を担当していた者は、「当時、会社の経営

が苦しく、役員の標準報酬月額は一律に低く届出を行っており、各役員の決

裁は得ていた。」と供述していること、同社の申立期間に係る滞納処分票に

おいて、経理責任者欄に申立人の氏名及び連絡先が記載されているとともに、

申立人の名刺が添付されていることが確認できること、及び申立期間当時の

同社顧問税理士は、申立人は同社において経理責任者であった旨供述してい

ることから判断すると、申立人が同社の社会保険及び給与業務に関与してい

なかったとは認められない。 

   一方、厚生年金保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）第１条第１項ただし書きでは、特例対象者（申立人）が、

当該事業主が厚生年金保険の保険料の保険料納付義務を履行していないこと

を知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正

の対象とすることはできない旨規定されている。 

   これらの事実を総合的に判断すると、申立人は、特例法第１条第１項ただし

書きに規定する「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得

る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立

期間について、同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3712 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年１月７日から同年２月 29日まで 

             ② 平成 15年 12月 30日から同年 12月 31日まで 

申立期間①については、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の取得

日が昭和 63 年３月１日と記録されているが、私が同社に勤務していたのは

同年１月７日からである。 

申立期間②については、Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失

日が平成 15 年 12 月 30 日と記録されているが、同年 12 月分の厚生年金保

険料を給与から控除されていたと記憶している。 

両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人が

申立期間①においてＡ社に勤務していたことは確認できる。 

    しかしながら、申立人がＡ社に一緒に入社したとして名前を挙げる同僚一

人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は申立人と同日の昭和 63 年３月１

日であることが確認できる上、オンライン記録により同社の被保険者記録

が確認できる同僚の一人は、「私は昭和 62 年 10 月に入社した。」と供述

しているところ、当該同僚の被保険者資格の取得日も 63 年３月１日と記録

されていることなどから判断すると、当時、同社では、従業員について必

ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がう

かがえる。 

    また、適用事業所名簿によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっており、当時の事業主も死亡していることから、申立人の

申立期間①に係る厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

    さらに、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か



  

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、

申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社を平成 15 年 12 月 30 日に退職した

と主張しているものの、雇用保険の被保険者記録により、申立人の同社に

係る離職日は同年 12月 29日とされていることが確認できる。 

    また、厚生年金保険法第 14 条では、資格喪失の時期は、その事業所に使

用されなくなった日の翌日とされていることから、前述の離職日である平

成 15 年 12 月 29 日の翌日が申立人のＢ社に係る資格喪失日となるところ、

当該記録はオンライン記録における資格喪失日（平成 15 年 12 月 30 日）と

符合している。 

一方、厚生年金保険法第 19 条において「被保険者期間を計算する場合に

は、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされていることから、仮に、申

立人が主張するとおり、申立人のＢ社における離職日が平成 15 年 12 月 30

日であっても、前述の厚生年金保険法第 14 条の規定により、申立人の資格

喪失日は同年 12 月 31 日となるため、資格喪失月である同年 12 月は厚生年

金保険の被保険者期間とはならない。 

    また、商業登記簿によれば、Ｂ社は既に解散している上、同社の清算人は、

「申立期間当時の資料等は保存していない。」と回答していることから、

申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    さらに、申立人は、平成 15年 12月分の厚生年金保険料を給与から控除さ

れていたと主張しているものの、当該事情を確認できる給与明細書等の資

料を所持していないため、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

    なお、厚生年金保険法第 81 条第２項によると「保険料は、被保険者期間

の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされているこ

とから、仮に、申立人が主張するとおり、被保険者の資格を喪失した月で

ある平成 15 年 12 月に係る厚生年金保険料が控除されていたとしても、前

述のとおり、同年 12 月は厚生年金保険の被保険者期間とならない期間であ

るため、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間であったと認めることは

できない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


